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議会だより

議　

長 

川

尻

竹

蔵

　

去
る
５
月
21
日
の
臨
時
議
会
に
お
い
て
、
美
波
町
議
長
職
の
大
役
を
お
受
け
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
に
と
り
ま
し
て
は
、
誠
に
光
栄
で
あ
り
ま
す
と
共
に
そ
の
責
務
の
重
大
さ
を
痛
感

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
方
の
付
託
を
受
け
た
議
会
と
し
て
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
づ

く
り
を
考
え
、
町
発
展
の
為
、
そ
の
責
務
に
邁
進
す
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

副
議
長 

岩

瀬

　

公

　

こ
の
度
、
副
議
長
の
要
職
に
就
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
、
内
外
の
政
治
経
済
は
、
誠
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
今
後
と
も
、
町
民

の
立
場
に
立
っ
て
町
政
の
一
層
の
発
展
の
た
め
、
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
誠
心
誠

意
尽
く
し
て
ゆ
く
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【２列目左より】●戎野議員　●新開議員　●坂口議員　●江本議員　●北山議員　　●舛田議員　●山本議員　●丸龍議員
【１列目左より】●向山議員　●影山議員　●川尻議長　●岩瀬副議長　●永本議員　●寺下議員

議
長
・
副
議
長
就
任
の
ご
挨
拶
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（第１回定例会　３月議会）

審議の概要
　
平
成
22
年
第
１
回
定
例
会
は
、
平
成
22
年
３
月
８
日
か
ら
平

成
22
年
３
月
16
日
ま
で
の
９
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

影
治
町
長
よ
り
12
月
議
会
以
降
の
町
政
の
動
き
、
懸
案
事
項

の
進
捗
状
況
等
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
今
定

例
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る
報
告
議
案
１
件
、
条
例
関
係
議
案
８

件
、
議
会
の
議
決
を
要
す
る
議
案
２
件
、
平
成
21
年
度
一
般
・

特
別
・
企
業
会
計
補
正
予
算
に
関
す
る
議
案
９
件
、
平
成
22
年

度
一
般
・
特
別
・
企
業
会
計
当
初
予
算
に
関
す
る
議
案
14
件
の

計
34
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
を
５
氏
が
町
政
全
般
に
つ
い
て
行
い
ま
し
た
。

３
月
定
例
会
の
概
要

◆ 委 員 会 構 成 ◆
総 務 産 業 建 設 委 員 会 ◎北山　朝彦　○丸龍　孝敏　・山本　正男　・戎野　　博　・坂口　　進

・岩瀬　　公　・舛田　邦人

文 教 厚 生 委 員 会 ◎寺下　博子　○影山　美雄　・江本　　昇　・永本善次郎　・川尻　竹蔵
・新開　悦博　・向山　篤宏

議 会 運 営 委 員 会 ◎山本　正男　○向山　篤宏　・北山　朝彦　・寺下　博子　・戎野　　博
・丸龍　孝敏　・江本　　昇

特
別
委
員
会

防 災 対 策 特 別 委 員 会 ◎丸龍　孝敏　○影山　美雄　・山本　正男　・岩瀬　　公　・舛田　邦人
病院事業改革特別委員会 ◎江本　　昇　○永本善次郎　・戎野　　博　・新開　悦博　・向山　篤宏
議会改革・広報特別委員会 ◎寺下　博子　○向山　篤宏　・戎野　　博　・北山　朝彦　・舛田　邦人
環 境 対 策 特 別 委 員 会 ◎影山　美雄　○新開　悦博　・川尻　竹蔵　・坂口　　進　・寺下　博子

決 算 特 別 委 員 会 ◎丸龍　孝敏　○岩瀬　　公　・永本善次郎　・江本　　昇　・川尻　竹蔵
・山本　正男　・北山　朝彦

海部郡特別養護老人ホーム事務組合議員 ・川尻　竹蔵
海部郡老人ホーム町村組合議員 ・川尻　竹蔵
海部郡衛生処理事務組合議員 ・川尻　竹蔵
海 部 消 防 組 合 議 会 議 員 ・川尻　竹蔵
美波町国民健康保険運営協議会委員 ・川尻　竹蔵　・寺下　博子　・影山　美雄
議 会 選 出 監 査 委 員 ・戎野　　博
議会議員による農業委員 ・舛田　邦人　・向山　篤宏

◎：委員長　○：副委員長

平
成
22
年
第
１
回
臨
時
会
の
概
要

　
平
成
22
年
１
月
15
日
、
平
成
22
年
第
１
回
臨
時
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

工
事
請
負
契
約
締
結
議
案
１
件
、
建
設
工
事
委
託
に
関
す
る

協
定
の
締
結
議
案
１
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

　
平
成
22
年
５
月
21
日
、
平
成
22
年
第
２
回
臨
時
会
が
開
催
さ

れ
、
正
副
議
長
の
選
挙
、
委
員
会
の
構
成
を
行
い
ま
し
た
。

　

議
長
に
川
尻
竹
蔵
氏
、
副
議
長
に
岩
瀬
公
氏
が
選
出
さ
れ
ま

し
た
。
新
し
い
委
員
会
構
成
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

専
決
処
分
報
告
議
案
1
件
と
専
決
処
分
報
告
議
案
1
件
、
平

成
22
年
度
の
一
般
会
計
の
補
正
予
算
に
関
す
る
議
案
1
件
の
計

3
件
の
議
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
22
年
第
２
回
臨
時
会
の
概
要
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◆
寺
下
議
員

1
定
住
自
立
圏
構
想

質　
問

①
阿
南
市
と
協
定
を
結
ぶ
定
住

自
立
圏
構
想
に
対
す
る
町
の

考
え
は
。
道
州
制
の
推
進
に

つ
な
が
ら
な
い
の
か
。

②
将
来
、
町
民
に
負
担
を
負

わ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

ま
た
海
部
郡
の
一
員
と
し
て

の
立
ち
位
置
も
認
識
し
、
も

っ
と
深
く
検
討
し
、
慎
重
に

い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

③
自
立
し
た
町
を
目
指
し
、
住

民
自
治
の
向
上
と
職
員
の
意

識
向
上
を
行
う
べ
き
で
は
な

い
か
。

●
磯
野
総
務
企
画
課
長

①
要
件
で
あ
る
、
通
勤
・
通
学

10
％
以
上
を
満
た
し
て
お
り
、

阿
南
市
も
連
携
を
望
ま
れ
て

い
る
。
行
政
の
広
域
化
が
進

む
中
で
道
州
制
推
進
へ
の
流

れ
は
否
め
な
い
が
、
直
接
的

に
は
関
係
す
る
も
の
で
は
な

い
。
住
民
の
皆
さ
ん
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
機
能
の
確
保

を
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
、

◆
山
本
議
員

1
国
民
健
康
保
険

質　
問

①
県
内
市
町
村
の
中
で
医
療
費

の
増
加
が
大
き
い
と
い
う
こ

と
で
「
安
定
化
計
画
指
定
市

町
村
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る

が
、
医
療
費
増
大
の
要
因
は

何
で
あ
る
の
か
。

②
今
後
、
医
療
費
抑
制
の
数
値

目
標
計
画
を
ど
の
よ
う
に
進

め
て
い
く
の
か
。

●
山
路
税
務
保
険
課
長

①
医
療
費
が
増
大
し
て
い
る
要

因
と
し
て
は
、
悪
性
新
生
物

疾
患
の
高
医
療
費
の
疾
病
が

多
い
こ
と
、
長
期
入
院
、
ま

た
重
複
、
多
受
診
等
の
通
院

が
多
い
こ
と
。
ま
た
健
康
保

険
制
度
の
構
造
的
な
問
題
と

し
て
は
、
国
保
加
入
者
の
多

く
が
高
齢
者
で
あ
り
、
美
波

町
全
体
で
は
42
・
8
％
の
世

帯
が
、
国
保
加
入
者
で
あ
り
、

う
ち
前
期
高
齢
者
が
3
分
の

1
余
り
で
あ
り
、
保
険
給
付

費
が
増
加
す
る
年
代
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

②
数
値
目
標
計
画
に
つ
い
て

は
、
レ
セ
プ
ト
の
点
検
の
実

施
体
制
の
充
実
強
化
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
後
発
医
薬
品
の
使

用
促
進
、
医
療
費
通
知
の
強

化
、
健
康
事
業
の
充
実
・
強

化
を
実
施
し
て
、
予
防
・
早

期
発
見
が
大
切
と
考
え
て
お

り
、
検
診
の
受
診
勧
奨
を
進

め
て
い
き
た
い
。

2
入
札
制
度

質　
問

①
予
算
計
上
し
て
か
ら
入
札
に

至
る
ま
で
の
経
緯
は
、
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

②
Ｊ
・
Ｖ
企
業
体
工
事
の
場
合
、

工
事
の
瑕
疵
、
品
質
等
の
責

任
の
明
確
化
は
、
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
も
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

●
鈴
木
建
設
課
長

①
工
事
に
つ
い
て
は
、
測
量
設

計
の
委
託
品
に
よ
り
数
量
計

算
、
金
額
精
算
を
行
い
、
工

事
設
計
書
を
作
成
、
内
申
書

の
決
裁
を
経
て
、
入
札
通
知

を
発
送
。
金
額
抜
き
設
計
及

び
図
面
の
閲
覧
入
札
と
な
る
。

②
工
事
の
瑕
疵
責
任
に
つ
い
て

は
、
美
波
町
建
設
工
事
共
同

企
業
体
取
り
扱
い
要
綱
に
基

づ
き
、
各
構
成
員
は
建
設
工

事
の
履
行
に
関
し
連
帯
し
て

責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
と

し
て
お
り
、
代
表
者
が
窓
口

と
な
っ
て
、
町
と
折
衝
に
あ

た
り
、
費
用
の
割
合
に
つ
い

て
は
出
資
比
率
で
分
担
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

は
、
漁
業
集
落
排
水
事
業
終

末
処
理
場
の
使
用
開
始
が
来

春
に
見
込
ま
れ
て
い
る
が
、

使
用
後
は
維
持
管
理
業
者
へ

の
委
託
と
な
る
。

3
搬
送
班
業
務

質　
問

　

福
祉
的
機
能
業
務
と
し
て
か

ら
の
出
動
推
移
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
年
次

的
に
見
直
し
検
討
す
る
と
な
っ

て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
る
の
か
。

●
濱
支
所
長

　

平
成
19
年
6
月
か
ら
由
岐
地

区
全
域
が
海
部
消
防
組
合
の

救
急
搬
送
範
囲
に
組
み
込
ま

れ
た
が
、
到
着
時
間
の
遅
れ

が
懸
念
さ
れ
、
町
独
自
の
福
祉

施
策
の
一
事
務
と
し
て
存
続

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
平
成
19

年
度
１
５
０
件
・
平
成
20
年
度

１
６
９
件
・
平
成
21
年
度
（
22

年
2
月
末
現
在
）
で
１
４
４
件

と
な
っ
て
い
る
。
見
直
し
検
討

に
つ
い
て
は
、
根
本
的
見
地
か

ら
検
討
作
業
は
出
来
て
な
い
が
、

外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
関

連
し
て
利
用
で
き
な
い
か
ど

う
か
検
討
し
た
が
、
搬
送
の
現

状
か
ら
断
念
し
た
経
緯
が
あ
る
。

今
後
、
県
消
防
広
域
化
推
進
計

画
の
進
捗
状
況
、
病
院
問
題
と

も
絡
め
な
が
ら
検
討
し
て
い
き

た
い
。

一
般
質
問
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取
り
組
み
た
い
。

②
定
住
自
立
圏
構
想
は
、
一
部

事
務
組
合
と
異
な
り
、
民
間

機
能
も
使
っ
た
地
域
振
興
の

た
め
の
連
携
で
あ
り
、
国
や

県
な
ど
の
関
与
が
な
い
市
町

村
が
主
役
の
政
策
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
施
策
を

実
行
す
る
た
め
に
財
政
措
置

も
あ
る
。
海
部
郡
の
一
部
事

務
組
合
な
ど
の
広
域
連
携
と

と
も
に
、
阿
南
市
と
連
携
を

す
る
こ
と
で
、
牟
岐
町
・
海

陽
町
・
那
賀
町
と
の
関
係
の

良
好
を
保
つ
よ
う
慎
重
に
進

め
た
い
。

●
影
治
町
長

③
町
と
し
て
確
か
な
経
営
力
が

問
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
職
員

の
研
修
も
今
年
度
よ
り
行
う
。

こ
の
構
想
に
よ
り
、
医
療
の

連
携
・
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
を
考
え
、
前
向
き
に
取

り
組
み
た
い
。

2
国
民
健
康
保
険

質　
問

①
国
保
運
営
の
現
況
と
今
後
の

課
題
は
。
ひ
と
つ
の
対
策
と

し
て
、
が
ん
検
診
の
受
診
率

向
上
が
必
要
で
は
な
い
か
。

②
滞
納
者
へ
の
徴
収
対
応
は
。

③
子
宮
頸
が
ん
を
予
防
で
き
る

ワ
ク
チ
ン
が
注
目
を
集
め
て

い
る
が
、
公
費
負
担
な
ど
の

美
波
町
独
自
の
施
策
は
考
え

ら
れ
て
い
な
い
の
か
。

●
山
路
税
務
保
険
課
長

①
平
成
22
年
度
の
国
保
の
財
源

不
足
の
見
込
額
は
９
，５
０

０
万
円
で
あ
り
、
基
金
も
底

を
つ
い
た
た
め
、
国
保
税
だ

け
で
賄
お
う
と
す
る
と
被
保

険
者
の
負
担
も
増
大
す
る
こ

と
か
ら
、
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
に
よ
り
激
変
緩
和
措

置
を
行
い
、
税
率
を
設
定
し

た
。
ま
た
、
抜
本
的
な
対
処

法
と
し
て
、
例
え
ば
都
道
府

県
単
位
に
よ
る
広
域
化
等
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

　

が
ん
検
診
の
受
診
率
の
推

移
は
、
胃
が
ん
と
肺
が
ん
は

ほ
ぼ
横
ば
い
。
大
腸
が
ん
・

子
宮
が
ん
・
乳
が
ん
は
減
少

傾
向
。
現
在
は
特
定
健
診
と

同
時
に
行
っ
て
お
り
、
受
診

し
や
す
い
体
制
と
な
っ
て
い

る
。
各
医
療
機
関
等
と
調
整

を
図
り
、
広
域
化
す
る
こ
と

で
受
診
し
や
す
い
体
制
づ
く

り
も
整
え
て
い
き
た
い
。
ま

た
、
引
き
続
き
戸
別
訪
問
に

よ
る
受
診
勧
奨
、
各
種
機
会

を
と
ら
え
て
の
簡
易
検
診
を

行
う
こ
と
で
、
健
康
へ
の
意

識
啓
発
に
努
め
る
。
住
民
福

祉
課
と
と
も
に
が
ん
関
係
の

講
演
会
の
開
催
や
、
医
療
費

分
析
結
果
を
用
い
医
療
費
の

現
状
を
住
民
の
方
に
広
報
周

知
し
、
予
防
へ
の
関
心
を
高

め
て
い
き
た
い
。

②
新
年
度
か
ら
の
税
率
の
引

き
上
げ
に
よ
り
滞
納
者
が
増

加
す
る
と
い
う
懸
念
も
あ
り
、

引
き
続
き
全
庁
体
制
で
の
徴

収
を
行
う
と
と
も
に
、
差
し

押
さ
え
等
の
滞
納
処
分
も
辞

さ
な
い
と
い
う
強
い
態
度
で

臨
ん
で
い
く
。
ま
た
、
資
格

証
明
書
の
交
付
も
厳
正
に
対

応
す
る
こ
と
に
よ
り
負
担
の

公
平
性
を
図
り
た
い
。

3
社
会
教
育

質　
問

①
社
会
教
育
充
実
の
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
施
策
が
考
え
ら

れ
て
い
る
か
。

②
町
づ
く
り
は
地
域
に
生
き
る

価
値
観
を
し
っ
か
り
と
持
つ

こ
と
か
ら
始
ま
る
と
考
え
る

が
、
地
域
活
動
の
促
進
に
つ

い
て
の
考
え
は
。

●
岩
瀬
社
会
教
育
監

①
方
針
と
し
て
、
県
及
び
各

種
団
体
と
の
相
互
連
携
に
よ

り
、
学
習
内
容
や
方
法
、
さ

ら
に
公
民
館
、
図
書
資
料
館
、

博
物
館
、
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル
、

資
料
展
示
室
、
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋

セ
ン
タ
ー
、
総
合
体
育
館
等

の
充
実
を
図
る
。
生
涯
学
習
、

人
権
学
習
、
地
域
活
動
、
青

少
年
健
全
育
成
、
健
康
増
進

と
体
力
づ
く
り
、
芸
術
及
び

文
化
の
推
進
に
か
か
る
事
業

な
ど
の
、
各
種
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
青
少
年

か
ら
高
齢
者
に
い
た
る
幅
広

い
年
代
層
の
方
に
学
習
機
会

を
提
供
し
、
参
加
い
た
だ
い

て
い
る
。
新
た
な
学
習
内
容

も
検
討
し
、
社
会
教
育
の
充

実
に
努
力
し
た
い
。

②
地
域
活
動
の
促
進
と
し
て
、

現
在
、
地
区
館
対
抗
イ
ベ

ン
ト
の
開
催
、
地
区
公
民
館

で
の
人
権
問
題
懇
話
会
の
開

催
、
子
ど
も
会
活
動
の
活
性

化
、
町
民
運
動
会
、
各
種
ス

ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
、
文
化

講
演
会
、
文
化
祭
、
趣
味
ク

ラ
ブ
の
発
表
会
な
ど
の
開
催

の
呼
び
か
け
等
を
中
心
に
実

施
し
て
い
る
。
地
域
に
入
り

込
ん
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

資
源
の
活
用
に
よ
る
活
動
に

は
至
っ
て
い
な
い
。

●
影
治
町
長

②
地
域
づ
く
り
に
は
、
人
と
人

と
の
絆
も
基
本
に
な
っ
て
く

る
こ
と
か
ら
、
地
域
づ
く
り

の
協
力
隊
と
い
う
外
部
か
ら

3
名
を
招
聘
し
て
、
地
域
の

人
と
と
も
に
活
性
化
の
取
り

組
み
に
努
め
て
い
た
だ
く
事

業
を
行
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
が
地
域
資
源
の
再
発
見
に

つ
な
が
り
、
生
き
生
き
す
る

地
域
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
う
。
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◆
戎
野
議
員

1
行
財
政
改
革

質　
問

①
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作

成
、
維
持
更
新
料
な
ど
毎
年
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
関
連
の
保

守
管
理
委
託
料
が
増
え
て
き

て
い
る
が
、
保
守
職
員
の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
や
育
成
を
図
り
、

自
ら
が
行
っ
て
財
政
負
担
、

Ｉ
Ｔ
コ
ス
ト
の
軽
減
を
図
っ

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
導
入
費
用
と
カ
ー

ド
発
行
数
に
対
す
る
費
用
対

効
果
の
メ
リ
ッ
ト
が
疑
問
で

あ
る
が
、
今
後
、
ど
の
よ
う

に
取
り
組
む
の
か
。

②
財
政
の
健
全
化
に
向
け
て

の
プ
ラ
ン
策
定
や
、
事
業
の

必
要
性
の
仕
分
け
、
見
直
し

を
当
初
予
算
策
定
前
に
住
民

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
形
で

学
識
経
験
者
を
加
え
て
行
い
、

機
構
の
改
革
や
事
業
仕
分
け

の
取
り
組
み
が
出
来
な
い
か
。

●
磯
野
総
務
企
画
課
長

①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ

ム
は
住
民
基
本
台
帳
を
始
め

年
金
、
介
護
、
財
務
な
ど
31

の
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
お

り
、
職
員
削
減
に
も
効
果
を

発
揮
し
て
い
る
。
昨
年
の
電

算
シ
ス
テ
ム
に
係
る
保
守
点

検
費
用
は
１
，０
３
５
万
円

で
、
安
く
は
な
い
が
出
来
る

限
り
低
コ
ス
ト
化
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

　

財
政
健
全
化
へ
の
プ
ラ
ン

策
定
に
つ
い
て
は
産
業
振
興

の
町
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ

と
で
、
自
主
財
源
の
確
保
と
、

滞
納
対
策
に
取
り
組
む
。

●
中
東
副
町
長

②
行
財
政
改
革
を
進
め
る
手
法

と
し
て
事
業
仕
分
け
も
必
要

か
と
思
う
が
、
ま
ず
、
事
業

計
画
を
出
し
て
予
算
査
定
の

段
階
で
そ
の
費
用
対
効
果
を

検
証
し
、
よ
り
効
果
的
な
事

業
が
実
施
で
き
る
か
チ
ェ
ッ

ク
を
進
め
て
い
る
。

　

国
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な

公
開
の
事
業
仕
分
け
に
つ
い

て
は
ま
だ
ま
だ
課
題
も
あ
り
、

今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

●
田
川
住
民
福
祉
課
長

①
現
在
の
カ
ー
ド
発
行
枚
数
は

１
４
１
枚
で
ま
だ
ま
だ
十
分

な
普
及
に
至
ら
ず
、
投
じ
た

費
用
と
サ
ー
ビ
ス
の
効
果
を

問
わ
れ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
比

較
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
が
、

将
来
の
全
国
的
な
広
域
連
携

を
図
り
、
地
方
分
権
の
進
展

を
図
る
た
め
に
は
必
要
不
可

欠
か
と
思
う
。

　

今
後
、
十
分
な
周
知
を
行

い
、
証
明
書
の
自
動
交
付
機

と
か
、
図
書
館
カ
ー
ド
、
印

鑑
証
明
書
な
ど
出
張
所
や
コ

ン
ビ
ニ
で
も
置
け
な
い
か
な

ど
、
時
間
延
長
サ
ー
ビ
ス
の

検
討
、
多
目
的
利
用
の
導
入

で
人
件
費
の
削
減
に
つ
な
が

る
よ
う
、
検
討
し
て
い
き
た

い
。

2
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

医
療
対
策

質　
問

　

国
民
健
康
保
険
条
例
の
改
正

で
平
均
11
・
６
％
も
の
保
険
料

値
上
げ
が
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
が
、
値
上
げ
回
避
の
努
力
、

制
度
改
善
へ
の
検
討
は
ど
の
よ

う
に
さ
れ
た
の
か
。
今
回
の
国

保
税
の
滞
納
と
約
３
千
万
円
の

不
能
欠
損
額
の
処
分
の
国
の
補

助
金
へ
の
影
響
は
あ
る
の
か
。

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
減
免

以
外
に
町
は
ど
の
よ
う
な
減
免

を
し
て
い
る
の
か
。

　

低
所
得
者
層
に
負
担
を
強
い

る
均
等
割
り
か
ら
応
能
割
へ
見

直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

資
格
証
明
書
の
発
行
、
世
帯

の
子
ど
も
の
受
診
を
ど
の
よ
う

に
し
て
い
く
の
か
。

●
山
路
税
務
保
険
課
長

　

滞
納
対
策
の
強
化
と
し
て
、

平
成
20
年
度
か
ら
全
庁
体
制
で

徴
収
に
取
り
組
み
、
今
後
は
法

的
措
置
も
辞
さ
な
い
態
度
で
臨

む
。
国
保
制
度
の
改
善
は
県
単

位
に
よ
る
広
域
化
運
営
の
検
討
、

医
療
費
抑
制
の
た
め
の
予
防
医

療
と
健
康
増
進
政
策
を
関
係
部

署
が
連
携
し
て
取
り
組
む
こ
と

が
必
要
で
特
定
検
診
や
各
検
診

の
受
診
率
を
あ
げ
る
広
報
に
も

取
り
組
み
た
い
。
現
在
１
年
以

上
の
滞
納
世
帯
に
つ
い
て
は
有

効
期
限
を
限
っ
た
短
期
保
険
者

証
を
交
付
し
て
い
る
が
資
格
証

明
書
は
交
付
し
て
い
な
い
。
高

校
生
以
下
の
世
帯
に
つ
い
て
も

短
期
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る

扱
い
に
な
る
予
定
で
あ
る
。
減

免
の
条
例
基
準
以
外
に
町
税
等

を
含
め
て
基
準
作
り
を
検
討
す

べ
き
と
考
え
て
い
る
。
応
益
割

の
軽
減
措
置
が
取
れ
な
い
制
約

が
あ
っ
た
が
法
改
正
が
あ
り
、

今
後
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質　
問

　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
取
り
付
け

改
築
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
日
和
佐
病
院
は
、
耐
震
的
に

も
危
険
度
が
高
く
早
期
な
改
築

が
望
ま
れ
る
が
、
先
送
り
せ
ず

病
院
の
建
設
を
含
め
た
方
向
性

を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
検

討
委
員
会
の
答
申
に
合
わ
せ
て

病
院
づ
く
り
へ
「
住
民
ア
ン

ケ
ー
ト
」
を
取
っ
て
は
ど
う
か
。

　

周
遊
バ
ス
の
運
行
で
利
用
者

の
不
便
を
来
た
さ
な
い
た
め
の

取
り
組
み
を
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
か
。

　

医
師
の
確
保
の
具
体
策
と
増

収
へ
の
改
革
プ
ラ
ン
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

●
影
治
町
長

　

自
治
体
が
運
行
す
る
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
」
は
採
算
が

取
れ
な
い
の
で
難
し
い
か
な
と

思
い
、
財
政
負
担
の
少
な
い
デ

マ
ン
ド
型
乗
合
タ
ク
シ
ー
も
検

討
対
象
と
し
て
い
る
。
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平
成
21
年
３
月
に
策
定
し
た

「
病
院
改
革
プ
ラ
ン
」
で
の
経

営
目
標
の
達
成
は
困
難
で
、
さ

ら
な
る
見
直
し
検
討
が
必
要
で
、

両
病
院
の
改
築
の
方
向
性
は
形

態
、
病
院
あ
る
い
は
有
床
、
無

床
の
診
療
所
な
ど
、
秋
ま
で
に

結
論
を
出
し
た
い
。

　

医
師
の
確
保
は
現
在
勤
務
の

医
師
や
病
院
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
中
で
探
し
、
医
師
バ
ン
ク
へ

の
登
録
な
ど
努
力
し
て
い
る
が

非
常
に
厳
し
い
。
外
来
や
入
院

患
者
数
を
増
や
し
て
収
益
を
上

げ
る
こ
と
は
大
事
で
あ
る
が
、

今
の
体
制
の
ま
ま
医
師
の
負
担

が
増
え
て
現
在
の
常
勤
医
師
が

疲
弊
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
医
師
確
保
に
努
力
し

て
い
き
た
い
。

◆
岩
瀬
議
員

1
日
和
佐
小
学
校

改
築
工
事
に
つ
い
て

質　
問

　

竣
工
検
査
等
も
迫
っ
て
い
る

が
、
中
間
業
者
が
破
産
申
し
立

て
を
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

下
請
業
者
は
売
掛
金
が
残
り
、

手
形
決
済
が
で
き
ず
困
っ
て
い

る
。
元
請
業
者
に
管
理
責
任
を

追
及
し
、
元
請
業
者
か
ら
中
間

業
者
へ
の
支
払
い
状
況
や
、
元

請
業
者
、
中
間
業
者
、
下
請
業

者
の
契
約
の
内
容
な
ど
法
的
な

こ
と
を
調
査
し
、
被
害
者
で
あ

る
下
請
業
者
に
対
し
て
、
元
請

業
者
に
救
済
策
を
と
る
よ
う
指

導
は
出
来
な
い
の
か
。

　

ま
た
、
示
談
書
を
求
め
そ
れ

が
法
的
に
通
用
す
る
こ
と
を
確

認
の
上
、
竣
工
検
査
等
を
行
っ

て
は
ど
う
か
。

●
丸
岡
教
育
総
務
課
長

　

元
請
業
者
か
ら
中
間
業
者
へ

の
支
払
い
は
、
毎
月
の
請
求
書

の
〆
切
が
15
日
で
翌
月
の
10
日

支
払
い
と
な
っ
て
い
る
。

　

当
該
業
者
間
の
契
約
内
容
は
、

工
期
が
平
成
21
年
２
月
27
日
〜

平
成
22
年
３
月
10
日
、
請
負
金

額
５
，５
４
４
万
円
。
支
払
条

件
は
、
現
金
３
分
の
１
、
手
形

３
分
の
２
と
な
っ
て
お
り
、
既

に
全
額
の
支
払
い
が
完
了
し
て

い
る
。

　

発
注
者
で
あ
る
町
は
、
元
請

業
者
と
の
契
約
で
あ
り
、
中
間

業
者
並
び
に
下
請
業
者
に
対
す

る
契
約
関
係
が
及
ば
な
い
以
上

は
、
当
事
者
間
に
示
談
を
求
め

る
の
は
難
し
い
と
考
え
て
い
る
。

●
影
治
町
長

　

元
請
業
者
と
中
間
業
者
の
契

約
、
さ
ら
に
中
間
業
者
と
下
請

業
者
と
の
契
約
に
関
す
る
法
的

な
契
約
に
つ
い
て
は
当
事
者
間

同
士
の
意
思
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
り
、
元
請
業
者
は
下
請
業

者
と
は
何
ら
契
約
関
係
に
な
い

と
い
う
こ
と
と
認
識
を
し
て
い

る
。

◆
北
山
議
員

1
由
岐
漁
港
改
良
工
事

に
つ
い
て

質　
問

　

由
岐
漁
港
改
良
工
事
は
、
18

年
度
、
19
年
度
と
2
度
町
か
ら

県
へ
要
望
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
、
町
民
に

説
明
も
な
い
。
町
は
こ
の
事
務

を
ど
の
よ
う
に
進
め
今
後
ど
の

よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
。

●
小
坂
地
域
振
興
室
長

　

こ
の
改
良
工
事
は
、
西
由
岐

及
び
東
由
岐
両
町
内
会
か
ら
出

た
防
災
的
要
素
を
強
く
含
ん
だ

要
望
に
、
町
が
加
え
て
二
度
提

出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

県
の
方
も
一
定
考
え
て
く
れ

た
が
、
財
政
難
と
も
重
な
り
実

現
せ
ず
、
今
も
改
善
さ
れ
る
状

況
に
な
い
の
が
事
態
で
あ
る
。

機
会
あ
る
ご
と
に
要
望
は
し
て

い
る
が
、
順
番
待
ち
に
な
る
の

は
仕
方
な
い
の
か
な
と
思
っ
て

い
る
。

再　
問

　

町
長
を
は
じ
め
「
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
」
を
唱
え
て
い
る
の

に
、
住
民
に
何
の
説
明
も
せ
ず

ほ
っ
て
お
い
て
、
今
質
問
を
し

た
ら
「
そ
う
ゆ
う
経
緯
で
仕
方

な
い
ん
だ
」
と
い
う
答
弁
だ
が
、

周
辺
住
民
の
身
に
な
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

町
民
は
、
要
望
し
て
町
が
引

き
受
け
て
く
れ
た
ら
、
一
生
懸

命
や
っ
て
く
れ
る
と
思
う
。
何

で
あ
れ
要
望
を
受
け
て
、
出
来

な
け
れ
ば
住
民
に
そ
の
よ
う
に

報
告
し
て
い
れ
ば
、
住
民
は
住

民
で
考
え
て
く
れ
る
、
そ
れ
が

「
協
働
の
町
づ
く
り
」
に
つ
な

が
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

●
影
治
町
長

　

全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
要

望
に
対
す
る
結
果
な
ど
、
情
報

の
や
り
と
り
を
し
っ
か
り
と

や
っ
て
い
き
た
い
。
そ
う
す

れ
ば
今
回
の
よ
う
な
こ
と
は
な

か
っ
た
と
思
う
。
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2
町
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

に
つ
い
て

質　
問

　

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
作
る
こ
と

は
今
や
常
識
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
町
長
は
ま
だ
発
表
し

て
い
な
い
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と

は
「
宣
言
」
と
い
う
意
味
合
い

が
あ
り
、
町
民
は
「
町
長
が
何

を
し
て
く
れ
る
の
か
」
そ
れ
を

一
番
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

重
点
施
策
を
住
民
に
公
表
し
て

も
ら
い
た
い
。

●
影
治
町
長

　

私
の
認
識
と
議
員
の
認
識
に

ず
れ
が
あ
る
。9
月
議
会
で「
稚

拙
で
あ
る
が
4
本
の
柱
が
自
分

の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
だ
と
思
っ
て

い
る
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
作
ら

な
い
の
で
な
く
て
、
作
る
こ

と
が
で
き
な
い
。」
と
答
弁
し
、

12
月
議
会
で
は
、
具
体
的
取
り

組
み
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
く

所
信
を
述
べ
て
い
る
。
具
体
的

施
策
に
つ
い
て
は
22
年
度
の
予

算
が
私
の
施
策
と
理
解
し
て
ほ

し
い
。
ま
た
、
予
算
議
決
前
に

公
表
す
る
の
は
難
し
い
。

再　
問

　

町
長
は
考
え
違
い
を
し
て
い

る
と
思
う
。
国
も
県
も
予
算
を

組
ん
だ
ら
議
会
前
に
国
民
（
県

民
）
に
公
表
し
て
い
る
、
一
番

身
近
な
町
で
で
き
な
い
の
は
お

か
し
い
、
再
検
討
願
い
た
い
。

3
人
材
育
成
に
つ
い
て

質　
問

　

地
域
主
権
、
自
主
自
立
の
町

政
に
お
い
て
は
行
政
に
携
わ
る

町
職
員
の
良
し
悪
し
は
直
接
町

の
盛
衰
に
関
わ
る
が
、

こ
こ
4
年
間
、
職
員

に
関
し
て
人
材
育
成

作
業
が
行
わ
れ
た
様

子
が
見
え
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
町
に
は
合

併
以
来
「
人
材
育
成

基
本
方
針
」
が
あ
っ

て
実
に
よ
く
で
き
て

い
る
。
ぜ
ひ
こ
れ
を

実
践
に
移
す
よ
う
お

願
い
し
た
い
。

　

こ
れ
に
沿
っ
て
目

標
達
成
す
る
よ
う
全

力
を
挙
げ
て
や
る
も

の
と
理
解
し
て
よ
い

か
。

平成 18 年度美波町総生産額
（検討形調査課・平成21年３月公表・県民経済計算年表による）

農業　3億7,300万円（－21.0％）

サービス業
28億6,600万円

林業　1億990万円（＋84.3％）

水産業　4億6,900万円（－21.7％）

鉱業　1,100万円

製造業　8億6,700万円（＋1.5％）

電気ガス水道
3億3,400万円（－12.1％）

御小売業　8億4,900万円（－0.7％）

金融保険業　8億5,400万円（－18.4％）

不動産業　31億2,800万円

運送通信業
16億6,800万円

建設業
16億1,300万円（－64.4％）

合　計
172億200万円
（－15.4％）

●
影
治
町
長

　

エ
ー
ル
を
送
っ
て
頂
い
た
と

思
う
。
対
話
を
通
じ
て
職
員
の

心
に
火
を
つ
け
、
4
月
か
ら
政

策
提
案
制
度
を
実
施
し
て
、
政

策
能
力
の
向
上
を
図
る
と
共
に
、

研
究
旅
費
の
助
成
も
行
う
。

4
産
業
振
興
に
つ
い
て

質　
問

　

産
業
振
興
と
口
で
言
う
の
は

簡
単
だ
が
、
実
現
は
困
難
で
あ

る
。
そ
の
為
に
は
事
態
の
把
握

は
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
意
味
で

各
業
種
別
生
産
力
の
指
数
と
し

て
、
業
種
別
所
得
額
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

●
今
津
産
業
振
興
課
長

　

各
業
種
別
市
町
村
所
得
は
、

公
表
さ
れ
た
も
の
が
無
い
の
で
、

市
町
村
内
総
生
産
額
の
数
値

（
別
表
）

を
答
弁
と
す
る
。

再　
問

　

年
々
こ
の
様
な
資
料
を
整
え

緻
密
な
検
証
に
基
づ
き
、
持
続

可
能
で
有
効
な
施
策
を
考
え
て

も
ら
い
た
い
。

●
今
津
産
業
振
興
課
長

　

年
々
資
料
を
集
め
分
析
し
て

施
策
を
講
じ
る
よ
う
に
す
る
。

年度別県民所得
平成14年度 278万6,000円
平成15年度 286万2,000円
平成16年度 276万9,000円
平成17年度 272万6,000円
平成18年度 269万5,000円

＝ 意 見 書 ＝
◆持続的な水産業を確立するための水産政策に関する意見書（案）
◆食料自給率向上のための食料・農業・農村政策に関する意見書（案）
◆中小企業対策の充実・強化を求める意見書（案）
◆福井環境開発による産業廃棄物処分場建設に関する意見書（案）
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〈第１回臨時会の結果〉
◆議案第１号　志和岐地区漁業集落排水事業終末処理場新設工事請負契約の締結

◆議案第２号　美波町公共下水道根幹施設の建設工事委託に関する協定の締結

〈第１回定例会の結果〉
◆報告第１号　株式会社道の駅日和佐の事業報告について

（地方自治法第 243 条の３の規定に基づく経営状況の報告）

　町が出資している法人で、資本金、基本金等の１／２以上を出資している法人については、その経営状況を議会に報告する

ことが義務づけられている。

　株式会社道の駅日和佐は、町が資本金の 55.25％（現株式総数 400 株 20,000 千円、うち町の出資額は 221 株 11,050 千円）

を出資しているので、その経営状況を報告するもの。

【条例議案】
◆議案第３号　美波町地域づくり推進条例の一部を改正する条例の制定について（条例第１号）

（環境対策支援事業の太陽光発電システム設置補助金の額を１KW 当たり 10 万円を７万円に、限度額 50 万円を 30 万円に引下

げるための条例の一部改正）

　地域づくり推進事業の５つの事業のうち、環境対策支援事業について、昨年創設された国の補助制度により、太陽光発電シ

ステム設置者の負担の軽減が図られたことから、町の補助額の見直しを行うもの。

◆議案第４号　美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の
一部を改正する条例の制定について（条例第２号）

（町長、副町長の給料を平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの間、引き下げるための条例の一部改正）

◆議案第５号　美波町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の一
部を改正する条例の制定について（条例第３号）

（教育長の給料を平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの間、引き下げるための条例の一部改正）

　上記２議案については、昨今の地方行財政を取り巻く厳しい環境を勘案し、特別職である町長・副町長・教育長の給与を、

平成 19 年度・平成 20 年度・平成 21 年度に引き続き、平成 22 年４月１日〜平成 23 年３月 31 日までの１年間引き下げるため、

一部改正条例の附則を一部改正するもの。（引き下げ率は、平成 21 年度と同率で、町長 10％、副町長７％、教育長４％）

◆議案第６号　美波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について（条例第４号）
（国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金の税率を引き上げるための条例の一部改正）

　医療費の増加に伴う国保財政の悪化による、国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金の税率

を引き上げるための条例の一部改正。

　改正内容は所得割、資産割、均等割、平等割の全てにおいて引き上げとなり、平均では 11.6％の引き上げとなる。この税率

改正により、約 1,600 万円の保険税の増収を見込んでいる。

【改正内容】

　 医療費給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金

所得割（％） 5.1 → 6.0 1.8 → 2.0 2.0 → 2.5

資産割（％） 48 → 52 12 → 13 −

均等割（円） 19600 → 21000 5900 → 6500 9000 → 10000

平等割（円） 16400 → 18000 5100 → 6100

◆議案第７号　美波町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について（条例第５号）
 （日和佐小学校新校舎完成により位置を変更するための条例の一部改正）

　平成 20 年６月議会で議決した日和佐小学校の位置について、新校舎完成により仮校舎から元の位置に戻すための条例の一部

改正。

議案の内容議案の内容
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◆議案第８号　児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に
ついて（条例第６号）

（児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の字句（「保育の実施」を「保育所における保育」等）を変更する

ための条例の制定）

　平成 20 年 12 月３日交付の児童福祉法等の一部を改正する法律の一部が平成 22 年４月１日に施行されるにあたり、美波町

保育の実施に関する条例及び美波町保育園設置条例の中の「保育の実施」を「保育所における保育」などの字句を変更するた

めの条例制定。

【児童福祉法等の改正内容】
　現行法で「保育の実施」とある箇所を「保育所における保育を行うこと」に改め、「保育所における保育を行うこと」と「家

庭的保育事業による保育を行うこと」を合わせて「保育の実施」と総称している。

◆議案第９号　美波町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について（条例第７号）
（国民健康保険運営協議会の委員の定数を、被保険者を代表する委員の数を１人減らし、公益を代表する委員を１人増やすため

の条例の一部改正）

　合併時に旧町の委員数の違いから、被保険者代表を４名、保険医又は薬剤師代表２名、公益代表委員２名としていたが、昨年、

徳島県の指導もあり、法令により各委員同数と規定されているため、各委員３名とするための条例の一部改正。

◆議案第 10 号　美波町営櫛ヶ谷住宅の設置及び管理に関する条例の制定について（条例第８号）
（賛成 11・反対２）
（雇用促進住宅購入による、町営住宅として管理運営をするための条例の制定）

【契約議案】
◆議案第 11 号　美波町地域情報化基盤整備工事変更請負契約の締結について

（平成 21 年２月臨時議会で契約、平成 21 年 12 月議会で変更契約の議決を経た工事請負契約の変更請負契約の締結）

　この３月に事業完了予定の地域情報化基盤整備工事の変更請負契約について議会の議決を求めるもの。

（金額は 12,484,500 円を減額し、請負金額を 574,087,500 円とする）

当初契約額 543,375,000 円

・工期は変更なし（平成 21 年２月 28 日〜平成 22 年３月 19 日）

・変更の主なもの（引き込み工事件数の減による機材、労務費の減）

第１回変更契約額 +43,197,000 円

第２回変更契約額 △ 12,484,500 円

変更後契約額 574,087,500 円

【財　源】
地域活性化交付金　 16,088 千円 過疎対策事業債　368,500 千円

合併交付金　　　　170,000 千円 一般財源　　　　 19,500 千円

◆議案第 12 号　財産の取得について
 （雇用促進住宅の土地及び建物を購入するに当たり、美波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定に基づき、議会の議決を求める議案）

　櫛ヶ谷地区にある雇用促進住宅の土地及び建物について、取得金額は、総額で 54,288,150 円、取得先は独立行政法人雇用・

能力開発機構。

【取得内容】
土地　5,440.02 平方メートル           　 金額　20,924,400 円

建物　共同住宅５階建て　２棟（60 室） 金額　33,363,750 円

　　　集会所　１棟　

　　　受水槽・ポンプ室　１棟

　　　プロパンボンベ室　１棟

　　　機械室　１棟　

【補正予算議案】
◆議案第 13 号　平成 21 年度　美波町一般会計補正予算（第５号）

（歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 351,873 千円を追加し、歳入歳出の総額を 6,439,629 千円とした補正予算）

　補正額の主なものは平成 21 年 12 月８日に閣議決定された緊急経済対策交付金である「地域活性化・きめ細やかな臨時交付金」

で、交付金総額は 152,864 千円で歳出予算の計上額は請差等を考慮し 230,281 千円としている。今回の交付金については、橋

梁の補修、電線の地中化、都市部の緑化、森林の路網整備その他公共施設又は公用施設の建設又は修繕に係る事業に限られて

いる。
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　また、病院会計運営費負担金 65,600 千円、公共投資臨時交付金追加事業費として町道舗装工事 40,000 千円など。

　繰越明許費として 35 事業を予定しているが、これはこの３月補正に計上している「きめ細やかな交付金」及び９月に予算計

上している「経済危機対策交付金」関連の事業が主なものとなっている。

【きめ細やかな交付金事業一覧】
①日和佐公民館改修事業　 耐震改修、外壁塗装 91,135 千円

②田井公民館改修事業   　 　 耐震改修、屋上防水   4,000 千円

③伊座利公民館改修事業     防水工事              2,000 千円

④ぽっぽマリン　 外壁改修、エアコン改修      34,600 千円

⑤うみがめ博物館改修　　 飼育プール、館内エアコン等の改修 20,830 千円

⑥役場電気設備改修事業　　 キュービクルの移設     30,000 千円

⑦デイサービスセンター浦島改修事業  外壁改修、ボイラー改修  5,300 千円

⑧由岐支所前グラウンドナイター改修事業  ナイター設備の改修   20,000 千円

⑨海洋センター改修事業　　　　 アリーナ床改修                5,000 千円

⑩サンラインモビレージ管理棟改修事業 屋根改修             5,416 千円

⑪大戸１号線１号橋補修工事　 橋梁補修（松永宅手前）     3,000 千円

⑫横川橋補修工事           橋梁補修（向原宅手前）    2,500 千円

⑬本村橋補修工事 橋梁補修（石本宅下流）      2,500 千円

⑭なか２号線１号橋補修工事 橋梁補修（中原商店付近）     4,000 千円

◆議案第 14 号　平成 21 年度　美波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）
（歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ 14,538 千円を減額し、歳入歳出の総額を 1,329,941 千円とした補正予算）

◆議案第 15 号　平成 21 年度　美波町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）
（補正額はなく、繰越明許費を計上した補正予算）

　木岐・谷裏水源地自家発電機取替工事、田井・西由岐配水管バイパス工事の２件（経済危機対策交付金事業）

◆議案第 16 号　平成 21 年度  美波町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）
（補正額はなく、繰越明許費を計上した補正予算）

　主に終末処理場の工事請負費。

◆議案第 17 号　平成 21 年度　美波町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）
（歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 1,840 千円を追加し、歳入歳出の総額を 277,670 千円とした補正予算）

　主に上水道移設に係る補償金。

◆議案第 18 号　平成 21 年度　美波町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）
（補正額はなく、歳出予算項目を組み替えた補正予算）

◆議案第 19 号　平成 21 年度　美波町国民健康保険阿部診療所特別会計補正予算（第２号）
（歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 1,273 千円を追加し、　歳入歳出の総額を 77,737 千円とした補正予算）

　主に国民健康保険特別会計からの特別調整交付金の繰り入れに伴う町医師等派遣負担金等の追加。

◆議案第 20 号　平成 21 年度　美波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
（歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 36 千円を追加し、歳入歳出の総額を 116,225 千円とした補正予算）

◆議案第 21 号  平成 21 年度　美波町病院事業会計補正予算（第３号）
（補正額はなく、歳入予算項目を組み替えた補正予算）　入院収益と一般会計負担金との組み替え。

【当初予算議案】
◆議案第 22 号　平成 22 年度　美波町一般会計予算

（歳入歳出の総額をそれぞれ 4,427,000 千円とした予算）　対前年度比　7.3% の減、349,000 千円の減。

◆議案第 23 号　平成 22 年度　美波町国民健康保険事業特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 1,329,273 千円とした予算）　対前年度比　1.4% の増、19,282 千円の増。

◆議案第 24 号　平成 22 年度　美波町老人保健事業特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 1,609 千円とした予算）　対前年度比　90.7% の減、15,798 千円の減。
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◆議案第 25 号　平成 22 年度　美波町住宅改良資金貸付特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 1,844 千円とした予算）　対前年度比　6.4% の減、127 千円の減。

◆議案第 26 号　平成 22 年度　美波町育英奨学金貸付事業特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 18,600 千円とした予算）　対前年度比　22.0% の増、3,361 千円の増。

◆議案第 27 号　平成 22 年度　美波町赤河内財産区特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 9,551 千円とした予算）　対前年度比　2.9% の減、289 千円の減。

◆議案第 28 号　平成 22 年度　美波町簡易水道事業特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 69,320 千円とした予算）　対前年度比　4.4% の減、3,255 千円の減。

◆議案第 29 号　平成 22 年度　美波町漁業集落排水事業特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 17,396 千円とした予算）　対前年度比　82.2% の減、80,466 千円の減。

　志和岐地区の漁業集落環境整備事業が平成 21 年度に終末処理場工事など全て発注が終わり、平成 22 年度は繰越事業分の工

事のみとなるため。

◆議案第 30 号　平成 22 年度　美波町公共下水道事業特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 300,026 千円とした予算）　対前年度比　41.1% の増、87,496 千円の増。

　主なものは、マンホールポンプ工事及び平成 21 年度に債務負担行為をしている終末処理場の工事委託料の増。

◆議案第 31 号　平成 22 年度　美波町介護保険事業特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 1,231,024 千円とした予算）　対前年度比　3.8% の増、46,037 千円の増。

◆議案第 32 号　平成 22 年度　美波町国民健康保険阿部診療所特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 36,948 千円とした予算）　対前年度比　11.2% の減、4,681 千円の減。

◆議案第 33 号　平成 22 年度　美波町後期高齢者医療特別会計予算
（歳入歳出の総額をそれぞれ 144,891 千円とした予算）　対前年度比　27.2% の増、30,994 千円の増。

◆議案第 34 号　平成 22 年度　美波町水道事業会計予算
（収益的収入を 84,408 千円、収益的支出を 82,499 千円並びに資本的収入を 17,310 千円、資本的支出を 49,544 千円とした予算）

　収益的支出で対前年度比　1.7% の減、1,435 千円の減。

　資本的支出で対前年度比　32.9% の増、12,289 千円の増。

　主に送配水管の移設に伴う工事費の増。

◆議案第 35 号　平成 22 年度　美波町病院事業会計予算
（収益的収入を 1,011,210 千円、収益的支出を 1,002,669 千円並びに資本的収入を 1,671 千円、資本的支出を 2,510 千円とした予算）

　収益的支出で対前年度比　1.0% の減、10,891 千円の減。

　資本的支出で対前年度比　15.0% の減、443 千円の減。

〈第２回臨時会の結果〉
【報告議案】
◆報告第 2 号　議会の委任による専決処分の報告について
◆専決第 1 号　日和佐小学校改築工事変更請負契約の締結について

【専決議案】
◆議案第 37 号　専決処分報告について
◆専決第 2 号　美波町税条例の一部を改正する条例の制定
◆専決第 3 号　美波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
◆専決第 4 号　平成 21 年度　美波町一般会計補正予算（第 6 号）
◆専決第 5 号　平成 21 年度　美波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 5 号）
◆専決第 6 号　平成 21 年度　美波町老人保健事業特別会計補正予算（第 2 号）
◆専決第 7 号　平成 21 年度　美波町簡易水道事業特別会計補正予算（第 4 号）
◆専決第 8 号　平成 21 年度　美波町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第 4 号）
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◆専決第 9 号　平成 21 年度　美波町公共下水道事業特別会計補正予算（第 5 号）
◆専決第 10 号　平成 21 年度　美波町介護保険事業特別会計補正予算（第 5 号）
◆専決第 11 号　平成 21 年度　美波町国民健康保険阿部診療所特別会計補正予算（第 3 号）
◆専決第 12 号　平成 21 年度　美波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4 号）

【補正予算議案】
◆議案第 38 号　平成 22 年度　美波町一般会計補正予算（第 1 号）

　３月 12日㈮、委員会に付託された内容について、委員会を開催いたしました。
　議案報告・説明の後、委員及び委員外議員から質疑がなされました。
　主なものとしては、一般会計の補正予算、林道新設工事の工事請負金、一般会計当初予算、職員研修委託費、
海洋資源開発のすじ青海苔の共同開発、公共下水道事業特別会計予算、下水道管理費・維持管理委託料の契約
方法について、質疑がありました。
　すべて原案のとおり、可決し閉会いたしました。

　３月 15日㈪・16日㈫、委員会に付託された内容について、委員会を開催いたしました。
　議案説明のあと、委員及び委員外議員から、質疑がなされました。
　美波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、今後の対策についてはどのようにするか、
住民周知について広報の利活用等の意見が出ました。討論がなされ、採決の結果、賛成多数で可決。
　美波町営櫛ヶ谷住宅の設置及び管理に関する条例の制定について、条例の条文に関する意見等が出ました。
討論がなされ、採決の結果、賛成多数で可決。
　一般会計当初予算について、職員の住宅手当、学校給食、社会教育費、老人福祉費、恩納村子ども会交流費
について意見等が出ました。
　美波町国民健康保険事業特別会計予算について、国保税のアップによる国保会計の動向、今後の対策につい
て、意見等が出ました。
　すべて原案のとおり、可決し閉会いたしました。

美波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
質 問 　一般会計から国保会計へ 5,000 万円の繰り入れがあるが、今後も不足となった場合順次繰り入れるのか。
答 弁 　本来、国保会計は国保税で賄うものだと考えている。今後については、慎重に考えていく。
質 問 　建設国保無資格加入者の新聞報道があったが、本町はいないのか。
答 弁 　現況は個々について把握できないが、加入段階で、実情はつかめる。今のところはない。
質 問 　負担割合、応益応能の割合の見直しはできないものか。
答 弁 　抜本的な制度改正を考えていく必要がある。
質 問 　独立採算制でいけないものか。
答 弁 　予防に力を入れて、医療費削減に努める。

　　　　討論の結果、　賛成５　　反対１　　（可決）

美波町櫛ヶ谷住宅の設置及び管理に関する条例の制定について
質 問 　1から 4の条件をすべて満たさないと入居資格がないということか。
答 弁 　すべて満たすことが条件となる。
質 問 　単身者はなぜ資格外となるのか。
答 弁 　公営住宅法で定められていて、現在のところ単身者は入居できない。

　　　　討論の結果、　賛成４　　反対２　　（可決）

総務産業建設委員会報告

文教厚生委員会報告
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● 議会改革・広報特別委員会 ● （お問い合わせ・ご意見は　TEL：77－3630へ）

印刷／米崎印刷有限会社　TEL（0884）22−2247

会議録は、町議会における発言が記録されております。
町議会の定例会の会議録は、次の場所でどなたでもご覧いただけます。
閲 覧 場 所　●美波町役場　窓口・議会事務局　●由岐支所　窓口　●日和佐公民館　●日和佐図書資料館
閲覧可能な時間　平日　午前８時 30分〜午後５時

　新議会となり、 議会改革 ・ 広報特別委員会も新たなメ

ンバー構成となりました。

　これまでも、 ｢ 行政 ・ 議会情報の配信システムの構築

に関する決議 ｣ ・ 「議会中継配信システムの予算化」 ・ 「議

会報告会」 等、 議員の皆さんの協力を得て、 新たな試み

を行ってきました。

　しかし、 住民の皆さんから付託を受けた議員でつくられ

る議会が、 なすべき仕事を果たせているのか、 住民の思

いや意見を汲みあげられているのか、 まだまだ開かれて

いない部分が多いと私たちは考えています。

　今後も、 開かれた議会を目指して、 委員一同努力して

まいりますので、 幅広いご意見 ・ ご感想をお寄せいただ

けたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

委員長　寺下 博子 副委員長　向山 篤宏

委員　戎野 博 委員　北山 朝彦 委員　舛田  人

議会改革・広報特別委員会 委 員 紹 介

会議録の閲覧のご案内

老人
大学開校式


